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営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行の一部 

改正について 

 

農政部が発注する営繕工事については、休日を確保できる環境整備を推進するため、

「営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行について」（令和

３年１月 14 日付け事調第 1266）により週休２日の確保に要する費用の計上を行ってき

たところですが、費用の計上に関する試行の一部を改正し、下記の積算基準日から適用 

することとしたので、通知します。 

記 

１ 改正資料 

・営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行実施要領 

・営繕工事における週休２日の取得に要する費用の積算方法等の運用 

 

２ 適用年月日 

  積算基準日が令和６年６月 19日以降入札の工事からとする。 

 

３ 改正内容 

 別紙、新旧対照表のとおり 

 

 

設計積算係 内線 27-184  

調整係 内線 27-169 

    

 


